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環境経済課のお知らせ 問合せ／生活環境担当 991-1839･1840

　狂犬病予防注射は､｢狂犬病予防法｣により必ず年1回､飼い犬に受けさせることが義務付けられています。
　町では､次の日程で集合狂犬病予防注射を実施します。ご都合の良い日にお近くの会場でお受けください。

(雨天決行)
■ 費用／3,300円(注射手数料2,750円､注射済票
交付手数料550円)
■ 持ち物／｢お知らせ」のハガキ(犬の登録が済ん
でいる方に､3月下旬頃に送付します)､フンを処
理する用具
■ 予防注射ができない犬／生後90日以内･体調が
悪い･妊娠中
■その他／新規に登録する犬は､登録手数料
　 円が別途必要です。▶他市区町村から転入した
方は､登録の変更が必要ですので､前住所地の
｢鑑札｣をお持ちください。(登録料は免除)
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平成26年度集合狂犬病予防注射を行います

使い捨てガスライターの処分方法について

日　程 時　間 場　所

4月23日(水)
9:30～10:30 田島集会所
11:00～12:00 赤岩農村センター
13:30～15:00 赤岩地区公民館

4月24日(木)
9:30～10:00 水汲自治会集会所
10:30～12:00 老人福祉センター
13:30～15:00 まつぶし緑の丘公園

4月25日(金)
9:30～11:30 ふれあいセンター ｢かがやき」
13:00～15:00 松伏町役場

 
 動物病院で狂犬病予防注射を受けさせる方へ
 ▶町内のおがわ動物病院､まつぶしパレア動物病院
　　  動物病院で注射済票を交付しますので､動物病院に｢お知らせ｣のハガキを提出してください(手数

料550円)。
 ▶町外の動物病院(獣医師)
　 　 動物病院で発行された注射済証明書を､環境経済課へお持ちください。注射済票を交付します(手

数料550円)。
 ※動物病院で狂犬病予防注射を受ける場合は､動物病院が定める注射料金が別途必要です。

　平成25年度までは､燃えるゴミとして出していただいておりましたが､4月よりガスを
抜いて危険ゴミ(刃物と同様)として出していただくようお願いします。
■ガスの抜き方
　①火の気のない風通しの良い場所を選ぶ。
　②ライターの操作レバーを押し下げ､着火した場合はすぐ吹き消す。
　③輪ゴムや粘着力の強いテープで押下げたままのレバーを固定し､半日から1日置く。
　④念のため､着火操作をして､火がつかなければ､ガス抜きは完了。

　春先になると､カラスが繁殖期を迎え､巣作りを始め､電柱上に作られ
るカラスの巣が停電や電気事故の原因になっています。
　電柱上のカラスの営巣を発見した場合は､東京電力に連絡をしてくだ
さい。
　なお､カラスの営巣は木の枝が主な材料ですが､針金ハンガーによる営
巣も多く見られます。巣の材料となる針金ハンガーなどを持ち去られな
いようご注意ください。

■問合せ／東京電力(株)埼玉支店カスタマーセンター　
　 0120-995-441･442

電柱上のカラスの営巣を
発見したら東京電力に連絡を
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